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商工組合中央金庫をご利用の皆さまへ

商工中金が10月から変わりました！
■新商工中金の企業理念
　株式会社化に伴い、「商工中金が目指す姿」を次のように企業理念として明確にしました。

■使命
　中小企業による中小企業のための金融機関である商工中金にとって、お客さまの成長こそが商工中金の
成長です。
　商工中金は、お客さまの立場になって長期的な視点で企業を見つめ、創業以来培ってきた中小企業経営
への深い理解力と先進的な金融手法を始めとする総合金融サービス、そして、全国に展開するネットワー
ク力を最大限に活かし、企業のライフステージに応じたソリューションでお客さまの持続的成長を支援し
てまいります。
　お客さまと分かち合った無数の喜びが、各地で実を結び、やがて日本の新たな力を創造していく、これ
こそが、商工中金の使命です。

■経営姿勢
□中小企業の皆さまに対して
　・長期安定取引に基づく安心と、問題解決に資するサービスを提供します
　・企業間連携・地域連携を促進し新たなビジネスチャンスを創出します
　・お客さまの成長を通じて商工中金も成長し、長期的な企業価値向上を目指します
□資金をお預けいただく皆さまに対して
　・健全な経営に徹し、信頼・誠実・丁寧を旨とする対応を実現します
　・資産運用の良きパートナーとしてベストな運用をサポートします
　・社会貢献につながる運用を実現します
□社員に対して
　・現場主義を徹底し、チャレンジを奨励する活力ある組織を目指します
　・専門能力の開発をサポートし、プロフェッショナルな人材を育成します
　・プロセスを重視し、社会に貢献する喜び、誇りが感じられる職場をつくります
□社会に対して
　・コンプライアンスを徹底します
　・経営の透明性を高め、情報の開示・発信に努めます
　・すべてのステークホルダーの満足を追求し、地域経済の発展に貢献します

■行動指針
　　⑴お客さまの立場になり、
　　⑵お客さまの未来を考え、
　　⑶お客さまから求められるスキルを磨き、
　　⑷お客さまのために一丸となって、
　　⑸お客さまの夢を応援していきます。

　高い志と公正・健全な精神を胸に、商工中金は誇りをもって行動します。
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■商工中金はどのように変わったのですか
　これまでの商工中金は「商工組合中央金庫法」という特別な法律に基づいて昭和11年に政府が中小企業
の組合とともに共同出資を行い設立した、中小企業の組合とその組合員を対象に融資等の金融サービスを
行なう政策金融機関でしたが、平成19年５月に成立した「株式会社商工組合中央金庫法」のもと、中小企
業の組合及びその組合員に対する金融機能を維持したまま、平成20年10月１日に株式会社となりました。
その後、おおむね５～７年を目途として、政府が保有する株式の全部が処分され、完全民営化されます。
　しかし、株式会社後も、商工中金の機能を維持するため、政府出資金のかなりの部分が特別準備金（残
額は政府が保有する株式）となるなど、強固な財政基盤がそのまま維持されています。
　民営化されたことにより、経営の自主性が高まり、業務範囲の拡大等を通じ、これまで以上に皆さまに
多様な金融サービスを効率的・安定的に提供することが可能になりました。
　
■お手続き、サービス等について
□株式会社化にあたって、何か手続きは必要ですか
　とくに必要ありません。
　現在お持ちの通帳、証書、キャッシュカード等は、そのままご利用いただけます。
　なお、平成20年12月には、「①普通預金、②商工債保護預り、③定期預金、②・③を担保にした自動融
資機能」をセットにした「新総合口座」サービスを開始する予定です。お客さまには、新型定期預金マイ
ハーベストを一層便利にご利用いただけます。
□店舗はどうなりますか
　全ての店舗でこれまでどおりの業務をお取り扱いいたします。
　また、店舗、ＡＴＭのご利用時間もこれまでと同様であり、変更はありません。
□預金
　預金については、これまで「商工債保護預り口座に商工債の残高をお持ちのお客さま」などに限られて
いましたが、どなたでもお預け入れが可能となりました。
　新型定期預金マイハーベストにつきましても、個人のお客様であれば、どなたでもお預け入れが可能と
なりました。
　また、既にお預け入れいただいている自動継続型の預金は、お客さまから自動継続中止のご依頼がある
場合などを除き、全て自動継続されます。
□商工債
　ワリショー、リッショー、リッショーワイドなどの商工債は、引き続きどなたでもご購入いただけます。
既にお持ちいただいている商工債につきましても、これまでとお取扱い内容は変わりません。
　商工中金は、お客さまの資金運用ニーズに、より的確にお応えすることができるよう、新型定期預金マ
イハーベスト等、預金商品の品揃えを充実させるとともに、個人年金保険、投資信託の窓口販売につきま
しても一層の充実を図ってまいります。
　また、お客さまの利便性向上の観点から、個人向けインターネットバンキング、ＡＴＭ提携の充実など
についても整備をすすめてまいります。

■ご不明な点は、お取引支店等にお問い合わせください
□千 葉 支 店　〒260－0028　千葉市中央区新町３－１３　℡. 043-248-2345

□松 戸 支 店　〒271－0092　松戸市松戸１８４６－２　　℡. 047-365-4111

□浦安出張所　〒279－0025　浦安市鉄鋼通り２－１－６　℡. 047-355-8011




